災害時における自動販売機販売品の無償提供に関する協定書（案）
甲佐町（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）は、令和○○年○月○日付けで締結した町有財産貸付契約（以下「貸付契約」という。）に基づき設置した自動販売機（以下「本件自動販売機」という。）内の販売品に係る無償提供の取扱いについて、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条　この協定は、町内に震度５弱以上の地震、風水害、又は同等以上の災害等（以下「災害」という。）が発生若しくは発生する恐れがある場合において、乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
（協力要請）

第２条　甲は、災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲の対策本部が設置され、その対策本部から飲料の提供について、乙の協力が必要であると判断した場合は、乙に対し書面により協力を要請する。

２　前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、甲は、乙に対し口頭、電話等により協力を要請することができる。この場合において、甲は、乙に対し、後日速やかに協力の要請に係る書面を提出するものとする。

（協力内容）

第３条　乙は、前条の規定により協力の要請があったときは、次に掲げる事項について協力する。
（１）本件自動販売機内の販売品を無償提供すること。

（２）本件自動販売機の取扱いについて甲に必要な助言を行い、又は自動販売機の操作を行うこと。

（３）その他、甲乙協議の上必要があると認めたこと。

２　乙は、前項に規定する協力事項を実施するため、本件自動販売機の操作方法を記載した書面、鍵等を、あらかじめ甲に提出するものとする。

３　甲は、前項の規定により提出された物品等を厳重に保管しなければならない。

（協定期間）

第４条　この協定の有効期間は、貸付契約の貸付期間とする。ただし、貸付契約が解除された場合は、解除の日までとする。

（費用負担）

第５条　この協定の履行に関して必要な費用は、全て乙の負担とする。ただし、甲が、必要があると認めた場合は、この限りでない。

（協議）

第６条　この協定に関して疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　甲　　熊本県上益城郡甲佐町大字豊内７１９番地４

　　　　　　　　　　　　甲佐町

　　　　　　　　　　　　代表者　甲佐町長　甲　斐　高　士
　　　　　　　　　乙　　住　　　　所
　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　代表者職氏名
災害時における自動販売機販売品の無償提供を行う自動販売機一覧

	物件番号
	施設名及び設置場所
	所在地
	台数
	備考

	１
	甲佐町役場

庁舎自動販売機コーナー
	熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4
	１台
	屋内

	６
	甲佐町総合保健福祉センター
	熊本県上益城郡甲佐町大字豊内619番地
	１台
	屋内

	７
	甲佐町農業研修センター
「ろくじ館」駐車場
	熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地2
	１台
	屋外

	８
	熊本甲佐総合運動公園
	熊本県上益城郡甲佐町大字有安地内
	１台
	屋外

	９
	安津橋健康広場
	熊本県上益城郡甲佐町大字有安地内
	１台
	屋外


貸付期間　　令和８年７月１日から令和１１年６月３０日まで

